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資料 No.58 

きずなの家事業の詳細 

市民交流部市民協働推進課 

 

①令和２年度、令和３年度、令和４年度のきずなの家事業補助金交付団体の名称・場所・事業報告・収支報
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② 事業実施に関する要綱、事業補助金交付要綱 

 

(1) 宝塚市きずなの家事業の実施に関する要綱 ・・・ 別紙のとおり 

(2) 宝塚市きずなの家事業補助金交付要綱  ・・・ 別紙のとおり 

 



   宝塚市きずなの家事業の実施に関する要綱 

宝塚市きずなの家事業実施及び補助金交付要綱（平成２３年８月１日施行）の全部を

改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域住民の交流の場として、老いも若きも集える地域における居場

所を地域社会に提供する事業の認定及び実施に関し必要な事項を定めることにより、

当該事業の適正な実施を確保するとともに、自立した事業の実施を促進し、もって地

域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（きずなの家事業の認定） 

第２条 市長は、前条に規定する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをき

ずなの家事業として認定する。 

(１) 地域社会の現状に鑑み、地域における居場所の必要性が認められること。 

(２) 地域住民の交流の機会の確保に寄与するものであること。 

(３) 地域における居場所を継続して提供できるものであること。 

(４) 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しないものであること。 

(５) 利用者の安全に配慮されたものであること。 

(６) 営利を主たる目的としないこと。 

２ きずなの家事業の認定は、１団体につき１事業とする。ただし、市長が特に認める場

合は、この限りでない。 

 （建物に係る要件） 

第３条 きずなの家事業において、地域における居場所は、建物の全部又は一部とする。 

２ 前項に規定する建物（以下「きずなの家」という。）は、昭和５６年６月１日以後に

建築された建物でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りで

ない。 

（認定対象団体） 

第４条 きずなの家事業の認定を受けることができる団体は、次に掲げる要件のいずれに

も該当する団体とする。 

 (１) 団体の構成員が５人以上であること。 

 (２) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを目的とした団体でないこと。 

 (３) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にない団体であり、かつ、団体の構成員が

暴力団員でないこと。 

（認定手続） 

第５条 きずなの家事業の認定を受けようとする団体の代表者は、宝塚市きずなの家事業

認定申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が特に認める場合は、添付書類の一部を省略することができる。 

 (１) きずなの家事業計画書（様式第２号） 

 (２) 団体の概要書（様式第３号） 

 (３) 収支予算書（様式第４号） 

 (４) きずなの家として提供する建物の所有者又は管理者の意見書（様式第５号） 



 (５) きずなの家として提供する建物が所在する区域の自治会の代表者の意見書（様式

第６号） 

 (６) 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第６号）に係る誓約書

（様式第７号） 

 (７) 団体の定款、規約、その他これらに類するもの 

 (８) 団体の構成員名簿 

 (９) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 市長は、別に定める宝塚市きずなの家事業審査委員会を設置し、前項の規定による申

請の内容を審査させる。 

３ 市長は、前項の規定による審査の結果に基づき、きずなの家事業の認定の可否を決定

し、その旨を申請者に通知する。 

 （認定変更） 

第６条 きずなの家事業の認定を受けた事業の変更（別に定める軽微な変更を除く。）の

手続は、前条に規定する認定手続の例による。 

２ 前項の軽微な変更をしようとするときは、前条の規定によりきずなの家事業の認定を

受けた団体（以下「認定団体」という。）の代表者は、変更内容を市長に届け出なけれ

ばならない。 

 （きずなの家事業の実施） 

第７条 認定団体は、この要綱の規定を遵守して、きずなの家事業を実施しなければなら

ない。 

２ 認定団体は、きずなの家事業計画書に基づき、きずなの家事業を実施しなければなら

ない。 

３ 認定団体は、利用者の安全に配慮して、きずなの家事業を実施しなければならない。 

 （利用者の範囲） 

第８条 認定団体は、きずなの家事業の実施に当たっては、地域住民の交流の場としてき

ずなの家を提供するものとし、特定の住民に限定した提供を行ってはならない。 

 （実施時間等） 

第９条 認定団体は、原則として、１日につき３時間以上きずなの家事業を実施するもの

とする。 

２ 認定団体は、原則として、１週間につき３日以上きずなの家事業を実施するものとす

る。 

３ 認定団体は、利用者の利便性に配慮して、きずなの家事業の実施時間及び実施日を定

めるよう努めなければならない。 

４ 認定団体は、１日３時間以上のきずなの家事業の実施日を、１月に１２日以上設ける

ことができなかったときは、速やかに市長に報告しなければならない。 

（利用者の費用負担） 

第１０条 きずなの家事業に係る利用者の負担は、原則無料とする。ただし、食材料費、

資料代その他のきずなの家事業に係る実費については、その相当額の範囲内で利用者

の負担とすることができる。 



（営利活動の制限） 

第１１条 認定団体は、きずなの家事業において営利活動を行ってはならない。ただし、

市長が地域住民の交流に資する活動であると認めたときは、この限りでない。 

（広報活動等） 

第１２条 認定団体は、きずなの家事業の普及啓発のため、きずなの家事業に関する広報

活動に努めなければならない。 

２ 認定団体は、きずなの家の玄関その他の外部から見えやすい位置に「きずなの家」を

冠した施設名称を示す看板を設置しなければならない。 

 （利用者、近隣住民等への配慮） 

第１３条 認定団体は、利用者、近隣住民等から寄せられた意見について、真摯に受けと

め、誠意をもって対応するよう努めなければならない。 

 （事業報告） 

第１４条 認定団体の代表者は、きずなの家事業を実施した年度の翌年度の４月３０日ま

でに、宝塚市きずなの家事業報告書（様式第８号）に、次に掲げる書類を添付して、

市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、添付書類の一部

を省略することができる。 

 (１) 事業成果報告書（様式第９号） 

(２) 運営状況報告書（様式第１０号） 

(３) 収支決算書（様式第１１号） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （認定の取消） 

第１５条 市長は、認定団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り

消すことができる。 

 (１) この要綱を遵守しなかったとき。 

(２) 不正の手段により、きずなの家事業の認定を受けたとき。 

 (３) 前２号に定めるもののほか、きずなの家事業の認定を受けるにふさわしくない特

段の事情が生じたと認められるとき。 

 （市の支援） 

第１６条 市は、認定団体に対して、きずなの家事業に関する広報、きずなの家事業に係

る経費に関する補助金の交付その他の必要な支援を行う。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の宝塚市きずなの家事業実施及び補助金交付要綱の規

定によるきずなの家事業の認定を受けている事業は、この要綱の規定によるきずなの

家事業の認定を受けたものとみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



宝塚市きずなの家事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、補助金等の取扱いに関する規則（平成元年規則第１９号）に定める

もののほか、宝塚市きずなの家事業の実施に関する要綱（平成２７年４月１日施行。

以下「実施要綱」という。）第１６条の規定に基づく認定団体に対するきずなの家事業

に係る経費に関する補助金（以下「きずなの家事業補助金」という。）の交付に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この要綱で使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。 

 （きずなの家事業補助金の交付目的） 

第３条 市は、認定団体に対してきずなの家事業に係る経費を補助することにより、認定

団体が自立してきずなの家事業を実施できるよう支援を行うとともに、きずなの家事

業の普及を図るものとする。 

 （きずなの家事業補助金の種類及び内容） 

第４条 市は、認定団体に対し、予算の範囲内で別表第１に定めるきずなの家事業補助金

を交付する。 

 （交付期間等） 

第５条 きずなの家事業補助金の交付期間は、次の各号に定める事業の区分に応じ、当該

各号に定める期間とする。 

(１) きずなの家事業の認定を受け、新規に実施される事業 事業を開始した日が属

する月の１日から８年 

(２) 既に実施されている事業で、きずなの家事業の認定を受けたもの 認定を受け

た日が属する月の１日から次のアに定める期間からイに定める期間を控除した期間 

  ア ８年 

  イ 事業を開始した日から認定を受けた日の前日までの期間（当該期間に１月未

満の端数が生ずるときにあっては、当該端数を切り捨てた期間） 

２ 前項第２号アに定める期間から同号イに定める期間を控除しきれないときは、きずな

の家事業補助金の交付を受けることができない。 

 （きずなの家事業補助金の交付申請） 

第６条 認定団体の代表者は、きずなの家事業補助金の交付を受けようとするときは、交



付年度の４月３０日まで（交付年度の４月２日以後に認定団体となった団体にあって

は、きずなの家事業の認定を受けた日から起算して３０日以内）に、宝塚市きずなの

家事業補助金交付申請書（様式第１号）に別表２に掲げる書類を添付して、市長に提

出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、添付書類の一部を省略す

ることができる。 

（きずなの家事業補助金の交付決定） 

第７条 市長は、実施要綱第５条第２項に規定する宝塚市きずなの家事業審査委員会に前

条の規定による申請の内容を審査させる。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果に基づき、きずなの家事業補助金の交付の可否

を決定し、その旨を認定団体の代表者に通知する。 

 （きずなの家事業補助金の請求及び交付） 

第８条 認定団体の代表者は、別表第１に定めるきずなの家事業補助金の請求方法により、

きずなの家事業補助金を請求しなければならない。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、別にきずなの家事業補助金の請求方法を定めることができる。 

２ 市長は、きずなの家事業補助金の請求があったときは、速やかにきずなの家事業補助

金を交付するものとする。 

 （きずなの家事業補助金の実績報告） 

第９条 きずなの家事業補助金の交付を受けた認定団体の代表者は、交付年度の翌年度の

４月３０日までに、宝塚市きずなの家事業補助金実績報告書（様式第２号）に別表第

３に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認め

る場合は、添付書類の一部を省略することができる。 

 （営利活動の制限） 

第１０条 認定団体は、賃借料補助金を受けている場合は、実施要綱第１１条ただし書に

よる市長の承認を得たときを除き、きずなの家において営利活動を行ってはならない。

ただし、市長が認定団体の自立のため必要があると認めたときは、この限りでない。 

 （他の補助金との調整） 

第１１条 きずなの家事業補助金の補助対象となる経費について、他の補助金の交付を受

けたときは、きずなの家事業補助金の交付を受けることができない。ただし、市長が

特に認めたときは、この限りでない。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （きずなの家事業補助金の交付決定に係る審査の特例） 

２ 実施要綱附則第２項の規定により、きずなの家事業の認定を受けたものとみなされた

事業に係る平成２７年度のきずなの家事業補助金の申請については、第７条第１項の

規定にかかわらず、市長が申請の内容を審査するものとする。 

 （要綱の廃止） 

３ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （要綱の廃止に伴う経過措置） 

４ この要綱の廃止の際現にきずなの家事業の認定を受けている事業に係る補助金の交付

その他の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。 

別表第１（第４条、第８条関係） 

補助金の種類 補助対象 補助金額 請求方法 

運営費補助金 きずなの家の運営

に要する経費 

交付年度に要した運

営 費 （ 当 該 運 営 費

が、日額３千円に実

施要綱第９条第４項

に規定する実施日の

日数を乗じて得た額

を超える場合にあっ

ては、当該金額）を

上限とする。 

四半期分の運営費を当

該四半期の最終日から

起算して１５日以内に

請求する。 

賃借料補助金 きずなの家に係る

賃借料 

賃借料の月額（賃借

料の月額が１５万円

を超える場合にあっ

ては１５万円）を上

限とする。 

１年間分の賃借料を第

７条の規定による補助

金の交付決定に係る通

知を受けた日から起算

して１５日以内に請求

する。 

 備考 １ 第５条第１項に規定するきずなの家事業補助金の交付期間の最終年及びその

前２年の期間に係るきずなの家事業補助金は、補助金額に１００分の５０を



乗じて得た額とする。 

    ２ 補助対象となるきずなの家の運営に要する経費の細目は、別に定める。 

    ３ 賃借料には、敷金、礼金その他の一時的に支払う費用及び共益費、管理費、

光熱水費、駐車場使用料その他の諸費用を含まない。 

    ４ きずなの家が建物の一部である場合は、きずなの家でない部分に係る賃借料

は、賃借料補助金の補助対象としない。 

    ５ きずなの家が認定団体の構成員又はその同居の親族が所有する建物である場

合は、当該建物に係る賃借料は、賃借料補助金の補助対象としない。 

別表第２（第６条関係） 

補助金の種類 添付書類 

運営費補助金 １ きずなの家事業の認定に係る通知書の写し 

２ きずなの家事業計画書（様式第３号） 

３ 収支予算書（様式第４号） 

４ 上記の書類のほか、市長が必要があると認める書類 

賃借料補助金 １ きずなの家事業の認定に係る通知書の写し 

２ きずなの家事業計画書（様式第３号） 

３ 収支予算書（様式第４号） 

４ 賃貸借契約書の写し 

５ 上記の書類のほか、市長が必要があると認める書類 

別表第３（第９条関係） 

補助金の種類 添付書類 

運営費補助金 １ 事業成果報告書（様式第５号） 

２ 運営状況報告書（様式第６号） 

３ 収支決算書（様式第７号） 

４ 運営に要する経費の支払いを証する書類 

５ 上記の書類のほか、市長が必要があると認める書類 

賃借料補助金 １ 事業成果報告書（様式第５号） 

２ 運営状況報告書（様式第６号） 

３ 収支決算書（様式第７号） 



４ 賃借料の支払いを証する書類 

５ 上記の書類のほか、市長が必要があると認める書類 

 


